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大学共同利用機関法人 人間文化研究機構（人文機構）は、平成 16 年

（2004 年）に国立大学法人化とともに設立された人間文化の研究組織

です。当初は５研究機関で発足し、平成 21 年 10 月から国立国語研究

所が加わり６研究機関となっています。本機構は、これら６つの研究機

関が、それぞれの設立目的を果たしながら基盤研究を進めるとともに、

学問的伝統の枠を越えて相補的に結びつき、自然環境をも視野にいれ

た人間文化の研究組織として、大学共同利用の総合的研究拠点を形成

するものです。 

 

 機構では、財務に関する情報のみならず機構の目標や事業成果を含

めた情報を統合し、ステークホルダーの皆さまに適切に開示するべく、

2019 年度から「人文機構の財務レポート」をとりまとめています。 

今後も、皆さまに人文機構の魅力を少しでも多くお伝えできるよう

ブラッシュアップを重ねていきますので、貴重なご意見等お寄せいた

だければ幸いです。 
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人間文化研究機構（人文機構）は、人間の文化や社会を研

究する６つの大学共同利用機関からなる法人です。構成機

関である国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、国立国

語研究所、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研

究所、国立民族学博物館は、それぞれの研究分野における

国際的な中核研究拠点として、国内外の大学等研究機関、

研究者と連携して基盤的研究及び学際的研究の推進を目的

として、研究資源の構築、実証的研究、理論的研究を進める

とともに、自然科学との連携も含めた新しい研究領域の創

成に取り組んでいます。 

人間の文化や社会は時代、場所、環境など様々な要因に

よりその内容は多様です。また同時に、各地の文化や社会

は普遍性をもっています。このような多様性や普遍性は、

人類が生み出してきた資産であり、そこには人間の英知が 

人文機構の概要  

機構長メッセージ 

凝縮されています。そこから人間の文化・社会の全体を探

るために、人間文化研究機構では膨大な資料を蓄積してき

ました。 

個別の大学では維持が困難な大規模な施設設備や膨大な

資料・情報などを国内外の大学や研究機関などの研究者に

提供し、それを通じて効果的な共同研究を実施することが

大学共同利用機関の使命です。人間文化研究機構は、各機

関が所蔵するこれらの膨大な資料の公開やそれを活用した

共同研究を通じて、人間文化に対するより広く深い理解を

達成し、さらにそれを研究者コミュニティだけでなく、社

会に還元することにより、人間文化とは何か、自然と人間

の調和とは何か、科学技術と人間性とが共存する未来社会

はどのようなものかを問い続けます。 
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６大学共同利用機関の所在地と外観 



 
 

  

歴博 

国文研 

国語研 

地球研 

民博 
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機構と各機関の沿革図 

大学共同利用機関とは 

各研究分野における我が国の中核的研究拠点（COE）として、個別の大学では維持が困難な大規模な施設設備や

膨大な資料・情報等を国内外の大学や研究機関等の研究者に提供し、それを通じて効果的な共同研究を実施する研

究機関です。現在、当機構を構成する６機関を含む、17 機関が設置されています。また、大学共同利用機関法人

は、機関を設置することを目的に、現在当機構を含む 4 法人が置かれています。 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

総合研究大学院大学 

先端学術院（博士後期課程）  70 名 

 

人類文化研究      24 名        （国 立 民 族 学 博 物 館） 

国際日本研究      13 名        （国際日本文化研究センター） 

日本歴史研究      12 名        （国立歴史民俗博物館） 

日本文学研究       7 名        （国 文 学 研 究 資 料 館） 

日本語言語科学    8 名     （国 立 国 語 研 究 所） 

総合地球環境学    6 名     （総合地球環境学研究所） 

  

国立大学法人総合研究大学院大学（総研大）の基盤機関として、各

機関の特色を生かした 6 つのコース（博士後期課程）を設置し、高

い専門性と広い視野を持った研究者を育成しています。 

人文機構の基本データ 

機構の各機関は、全国の大学等では個別に収集し得ない各専

門分野における膨大な研究資料やデータベース、実験施設を有

しています。所属資料の他機関への貸し出しや機構外研究者に

よる資料調査、大学におけるゼミなどにも利用されるな

ど、国内外の研究機関・研究者の共同利用・共同研究に供

しています。 

役教職員数 

役員  7 名 (常勤 4 名・非常勤 3 名) 

教員 394 名 (常勤 238 名・非常勤 156 名) 

職員 734 名 ※常勤・非常勤職員数 

指導学生数※ 

共同研究件数・ 

共同研究者数 

共同研究実施件数   244 件 

共同研究者数    3766 名 

研究者の受入れ人数 
各種受入れ制度に基づいて国内外から研究員の受入れ

を行い、各機関の施設、設備、文献、標本資料等の利用を

許可するなど、研究環境の提供を積極的に行っています。 

研究者の受入れ人数  174 名 

(令和 6 年５月) (令和 6 年５月) 

(令和 6 年度) 

(令和 6 年度) 

3 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政基盤（令和６年度当初予算） 

国際協定締結数 

人間文化研究にかかわる諸外国の研究機関との研究協力関係を構築し、外国人研究者招へいや研究者の海外派遣を進めるとともに、海外で

の国際シンポジウムの開催、講師の派遣を積極的に推進しています。 

機関 締結国・地域数 締結機関数 

機構本部 7 8 

国立歴史民俗博物館 11 29 

国文学研究資料館 10 22 

国立国語研究所 9 20 

国際日本文化研究センター 10 16 

総合地球環境学研究所 16 25 

国立民族学博物館 18 25 

（令和 7 年４月１日現在）  

※機構本部および機関単位で協定書を締結しているものに限り、研究者個人や研究室

単位での共同研究等は含みません。 
海外研究機関との協定締結状況と本部・機関別の割合 

４ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミッションとビジョン ２ 

 ミッション 

人文機構のミッションは、人間文化研究に関する唯一の大学共同利用機関法人として、人間とその文化を総合的に探究し、その探求を

通じて、真の豊かさを問い、自然と人間の調和を図り、人類の存続と共生に貢献することです。 

 

 ビジョン 

ミッションの実現に向けて、人文機構は、法人第４期（令和 4-令和 9 年度）においては、人間文化の多様性と社会の動態を踏まえて社

会の様々な課題を追究し、その解決を志向するとともに、人と自然が調和し、科学技術と人間性とが共存する未来社会を形成するための

指針となる新しい価値観や人文知を提示することを目標としています。その達成のために、社会に開かれた新たな知の形成を目指して、

令和 4 年４月に人間文化研究創発センターを設置しました。センターでは、国内外の様々な人々との共創による開かれた人間文化研究と

いう理念のもと、デジタル技術を用いた研究基盤を構築するとともに、その基盤を活用した共同研究を推進し、さらに社会の様々な人々

との交流と協働の場としての「知のフォーラム」の形成、国際的なネットワーク形成に取り組んでいます。 

人文機構のミッションとビジョン 

人間文化研究創発センター － 開かれた人間文化研究をめざして － 

上記の理念に基づき、人間文化研究創発センターは、「基幹研究

プロジェクト」、「共創先導プロジェクト」を推進します。 

 

基盤的・学際的な研究を行う「基幹研究プロジェクト」では、 

・ 機関拠点型基幹研究プロジェクト 

・ 広領域連携型基幹研究プロジェクト 

・ ネットワーク型基幹研究プロジェクト 

の３類型のプロジェクトを、第３期に引き続いて推進しています。 

 

研究成果の共有化や地域・社会との共創を推進する「共創先導プ

ロジェクト」では、 

・ 共創促進研究 

・ 共創促進事業 

を推進し、これらを通して、「社会共創」、「デジタル化」、「国際共創」

という３つの研究展開を図ります。 
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■ 共創促進研究 

機構内外の多様な組織や人々との共創による共同研究を

推進し、3 つの研究展開を促進します。 

共創先導プロジェクト – 研究資源や研究成果の共有化及び地域との共創・協働 

■ 共創促進事業 

３つの研究展開を加速化させるための事業を実施し、機構内機

関及び機構外大学等研究機関の研究の高度化・創発を図ります。 

人文機構では、令和 4 年度から 6 年間の重要課題としてデジタル・ヒューマニティーズ（DH) の推進を掲げ、機構の各機関で推進する人

間文化研究を、情報技術を用いてさらに深化させていくほか、研究の成果や資料を社会に開き、新しい共創を生み出すことに取り組んでい

きます。また、国内外での DH 研究の連携形成・強化のもと、国を挙げた DH の活用促進・定着に役割を果たしていきます。 

詳しくは、NIHU DH のウェブサイトからもご覧いただけます。 → https://dh.nihu.jp 

各機関及び国内外の大学等研究機関が連携して、研究資源や研究成果の共有化及び地域との共創・協働等を通して社会に貢献するプロ

ジェクトです。これらを通して、「社会共創」「デジタル化」「国際共創」という３つの研究展開を図ります。 

・ コミュニケーション共生科学の創成 

・ 学術知デジタルライブラリの構築 

・ 日本関連在外資料調査研究 

・ 知の循環促進事業 

・ デジタル・ヒューマニティーズ（DH）促進事業 

・ 国際連携促進事業 

社会共創 

デジタル化 

国際共創 

共創促進事業 「デジタル・ヒューマニティーズ（DH）促進事業」 

＜主な取組み事項＞ 

○ 各機関及び国内研究機関が保持する人間文化研究の研

究資源をデジタル化し、利用可能にする。 

○ 上記研究資源をデータベース化し、発見可能にする。 

○ データ形式の標準化、データベース間連携、公開に際する

権利処理等を支援するプラットフォームを整備する。 

○ プラットフォーム化した研究基盤の提供・共有を通じて、異分

野融合による国内外の研究機関の共同研究を進展させる。 

○ DH の活用によって、国内の研究者が人間文化研究において

新たな知の保存・分析・交換を展開することを促進する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガバナンス 

本部には、監査室、機構長戦略室、情報基盤室、人間文化研究創発センター、事務局等を置いています。機構長戦略室では、機構の組

織・運営に関して、総合的かつ戦略的に審議する必要があると機構長が認める事項について、企画調整、調査、分析及び立案を行いま

す。 

また、外部の知見を法人経営に生かすために、機構外の専門的知見を有する者の法人経営への参画を一層推進するとともに、研究者

コミュニティの意見を機構や各機関の運営に効果的に取り入れる仕組みを整えています。 

さらに、運営状況の積極的な情報発信を通じて、開かれた運営の推進を図っています。 

ガバナンス強化に向けた取組 

３ 

人間文化研究機構 組織図（令和 6 年度時点） 
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公的研究費の不正使用防止・研究活動上の不正行為防止のための取組 

人文機構では、公的研究費の不正使用防止対策の基本方針とし

て、「大学共同利用機関法人人間文化研究機構における公的研究

費の不正使用防止に関する規程」を制定し、公的研究費の取扱い

に関し必要な事項を定め、不正使用を防止し、その適切な管理を

実施しています。 

最高管理責任者を機構長、統括管理責任者を財務担当理事、コ

ンプライアンス推進責任者を各機関の長（本部においては事務局

長）として、それぞれの権限と責任範囲を明確にするとともに、公

的研究費不正使用通報窓口を設置し、体系的な体制づくりを行っ

ています。 

また、最高管理責任者直下に「公的研究費不正使用防止計画推

進室」をおき、本機構における不正発生要因の調査・分析、不正使

用防止計画の策定・実施等を担当しています。 

さらに、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員を対

象とした、コンプライアンス研修会を開催するとともに、受講内容

の理解度チェックも合わせて実施しています。 

男女共同参画に向けた取組 

加えて研究活動上の捏造、改ざん、盗用等の不正行為を防止

するためと、不正行為が生じた場合に適正に対応するために、

「大学共同利用機関法人人間文化研究機構における研究活動上

の不正行為の防止等に関する規程」を制定し、 総括研究倫理責

任者を研究担当理事、研究倫理教育責任者を各機関の長（本部

においては研究担当理事が兼任）、研究活動不正通報窓口を本

部研究企画課長として機構における組織体制を整備しています。 

また、機構長の下に、本機構における研究倫理教育及びその他

研究活動上の不正行為を未然に防止する取組を担当する部署と

して、「研究倫理教育等推進室」を設置しています。 

さらに、本機構構成員が遵守すべき研究活動に係る行動規範

を策定し、リーフレットとして各研究者等に配付するとともに、日

本学術振興会が公開した研究倫理 e ラーニングコースを活用す

るなど、不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するた

めに、研究者等を対象とした研究倫理教育を実施しています。  

機構における男女共同参画を促進するため、機構長が指名する

理事を委員長とし、各機関の教職員が委員を務める男女共同参画

委員会を設置し、機構内および他大学等における実態の調査・把

握、男女共同参画推進に係る素案の策定等を行っています。 

具体的な機構独自の取組としては、機構の全教職員のうち希望

者を対象にベビーシッター利用の補助、病児・病後児保育利用の

補助を行う「仕事と育児の両立支援プログラム」や、ライフイベント

（出産、子育て、介護）期にある女性研究者を対象に資料整理補助

や請負業務等を委託し、研究活動を支援する「ライフイベント期に

係る研究支援プログラム」を実施しています。 

また、リーフレットの作成や、外部講師・専門家を招いた男女共 

同参画推進に関する講演会・研修の実施など、制度の周知および

教職員の意識啓発を積極的に行っています。 

 

 

男女共同参画に関するリーフレット 
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機構を構成する６機関は、設置場所や設置目的を異にしていますが、それぞれ

が各研究分野におけるわが国の中核的研究拠点・国際的研究拠点（COE）とし

て、共同利用・共同研究の推進を通し、大学などの機能強化に貢献しています。

それと同時に各機関は、機構本部の人間文化研究創発センターの事業を通し

て相補的に結びつき、いまや機構全体が一体となって人間文化研究の総合的研

究拠点を形成しています。

この章では、各機関、および本部の、令和 ６ 年度における活動を、財務（決算）

情報から紹介していきます。

４ 人文機構の各機関



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 国立歴史民俗博物館 
National Museum of Japanese History 

国立歴史民俗博物館（歴博）は、日本の歴史と文化に関する研究を推

進するために設置された博物館機能を有する大学共同利用機関です。

未来を切り拓く歴史的展望の獲得と、歴史認識を異にする人々の相互

理解に寄与することを使命として、資源・研究・展示を有機的に連鎖

させ積極的に共有・公開する研究スタイル（博物館型研究統合）を継

続しつつ、国内外の研究者等との学際的な共同研究を行い、分野を超

えた共同利用環境を構築することで、異分野融合による新たな歴史像

の創出を推進していきます。［所在地：千葉県佐倉市］ 

令和６年度 業務収益の内訳 

■歴博は共同研究活動や資料修復保存事業の推進のため、積極的な寄

附金の獲得に努めています。開催イベントや研究所 HP の広報などを通

じた取組の結果、本年度は、寄附金収益が昨年度比で 59.7％、6,265

千円増加し、16,752 千円となりました。 

令和６年度決算 TOPICS 

 

■費用・収益の状況 

■資産の状況 

財務の状況（令和 6 年度決算） 
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令和６年度 業務費用の内訳 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 国文学研究資料館 
National Institute of Japanese Literature 

国文学研究資料館（国文研）は、国内各地の日本文学とその関

連資料を大規模に集積し、日本文学をはじめとするさまざまな

分野の研究者の利用に供するとともに、それらに基づく先進的

な共同研究を推進する日本文学の基盤的な総合研究機関です。

創設以来 50 年以上にわたって培ってきた日本の古典籍に関する

資料研究の蓄積を活かし、国内外の研究機関・研究者と連携

し、日本の古典籍を豊かな知的資源として活用する、分野を横

断した研究の創出に取り組みます。［所在地：東京都立川市］ 

令和６年度 業務費用の内訳 

令和６年度 業務収益の内訳 

■国文研は、本年度から大規模学術フロンティア促進事業「データ駆動

による課題解決型人文学の創成」を開始しました。あわせて、共同研究

の積極的な推進により共同利用・共同研究経費が 46,024 千円増加し

ています。 

令和６年度決算 TOPICS 

 

■費用・収益の状況 

■資産の状況 

財務の状況（令和６年度決算） 
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 国立国語研究所 
National Institute for  
Japanese Language and Linguistics 

国立国語研究所（国語研）は、日本語学・言語学・日本語教育研究の

国際的・中核的研究拠点として、世界の諸言語の中で日本語が持つ特

質や言語としての普遍性、日本語の多様性を総合的に明らかにしよう

としています。日本語研究の深化・国際化と新領域の開拓を促進する

ため、国内外の大学・研究機関と大規模な共同研究を展開するととも

に、その成果として得られた言語研究資源を共同利用に提供していま

す。［所在地：東京都立川市］ 

令和６年度 業務収益の内訳 

■国語研は、本年度から文化庁委託事業「信頼できる言語資源としての

現代日本語の保存・活用のためのデジタル基盤整備事業」を開始しまし

た。その結果、受託事業等収益が昨年度比 120,776 千円増の

122,270 千円となっております。 

 

令和６年度決算 TOPICS 

 

財務の状況（令和６年度決算） 
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■費用・収益の状況 
令和６年度 業務費用の内訳 

■資産の状況 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 国際日本文化研究センター 

International Research Center for Japanese Studies 

国際日本文化研究センター（日文研）は、日本文化に関する国際的・学

際的な総合研究と世界の日本研究者に対する研究協力を目的とした機関

です。日文研が最も重要視している共同研究では、人文社会科学と自然

科学を融合したグローバルな視野からテーマを設定し、国内外から多様

な専門分野の研究者が参加して研究を展開しています。また、毎年多く

の海外研究者を受け入れるとともに、国際的なシンポジウムや講演会等

を開催して学術交流や研究情報の収集・発信を行う等日本文化研究の国

際的拠点としての役割を担っています。［所在地：京都府京都市］ 

■日文研では、国際的な日本文化研究の展開、研究交流活動、若手研究

者への支援のため、積極的な寄附金の獲得に努めています。開催イベン

トや研究所 HP の広報などを通じた取組の結果、本年度は、昨年度比で

１１０％、16,976 千円増加し、32,325 千円となりました。 

令和６年度決算 TOPICS 

 

財務の状況（令和６年度決算） 
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■費用・収益の状況 
令和６年度 業務費用の内訳 

■資産の状況 

令和６年度 業務収益の内訳 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 総合地球環境学研究所 
Research Institute for Humanity and Nature 

総合地球環境学研究所（地球研）は、地球環境問題を「人間

humanity」と「自然 nature」の関係の問題、つまり人間文化の問題と

とらえ、解決に向けた総合的研究を行う研究所です。課題を明確にし

たプログラムの下で、期間を定めて集中的に国内外の共同研究プロジ

ェクトを実施しています。研究者コミュニティだけではなく、地域住

民をはじめ、社会の多様なステークホルダーと協働することで、地球

環境問題の解決に向けた超学際研究を推進し、「総合地球環境学」の

構築をめざします。［所在地：京都府京都市］ 

令和６年度 業務費用の内訳 

■地球研は、本年度から公益財団法人上廣倫理財団からの寄附による

寄附研究部門として「上廣環境日本学センター」を設置しました。その結

果、寄附金収益が 61,200 千円と大幅に増加しております。 

令和６年度決算 TOPICS 

 

財務の状況（令和６年度決算） 
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■費用・収益の状況 

令和６年度 業務収益の内訳 

■資産の状況 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 国立民族学博物館 

National Museum of Ethnology 

国立民族学博物館（みんぱく）は、文化人類学· 民族学の国際的な研

究・共同利用拠点として、世界各地の社会・文化についての調査· 研

究をおこなう一方、文化資源の集積と展示を通じたその情報の発信・

共有を国際的な連携のもとに進めています。集積された文化資源に関

しては、オンライン上にも「フォーラム型人類文化アーカイブズ」を

構築し、それぞれの文化の担い手とも情報を共有・共同利用すること

で、新たな知の創出をはかっています。［所在地：大阪府吹田市］ 

■民博は、文化人類学関係の研究、収集、展示等の諸活動の推進のた

め、積極的な寄附金の獲得に努めています。開催イベントや研究所 HP

の広報などを通じた取組の結果、本年度は、寄附金収益が昨年度比で１

58％、27,553 千円増加し、44,959 千円となりました。 

令和６年度決算 TOPICS 

 

財務の状況（令和６年度決算） 
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■費用・収益の状況 令和６年度 業務費用の内訳 

令和６年度 業務収益の内訳 

■資産の状況 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 機構本部 

Administrative Headquarters 

機構本部は、法人全体の統括及び機関間の連絡・調整にあたっており、

法人第４期からは機構長のリーダーシップのもと、総合人間文化研究推

進センターと総合情報発信センターを発展的に統合し、人間文化研究創

発センターを設置しました。国内外の大学等研究機関及び共同利用・共

同研究拠点と連携する組織的共同研究の企画・運営、評価に関する業務

を行うとともに、機関の人間文化研究に関する成果の公開、研究資源の

統合的な発信及び研究資源を活用した共同利用に関する業務を行ってい

ます。［所在地：東京都港区］ 

令和６年度 業務費用の内訳 

令和６年度 業務収益の内訳 

■文部科学省の受託事業「人文学・社会科学の DX 化に向けた研究開発

推進事業」を開始しました。その結果、受託事業等収益が 58,979 千円

と大幅に増加しております。 

令和６年度決算 TOPICS 

 

■資産の状況 

財務の状況（令和６年度決算） 
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■費用・収益の状況 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

決算の概要  

■ 財務諸表の各項目概要と、過去３か年の状況 
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機構は国立大学法人法を根拠法とする大学共同利用機関法人であり、毎事業年度、国立大学法人会計基準に則った公正な会計報告（財

務諸表）を作成し、公表する義務があります。これにより、国民の皆様やステークホルダーに向け、機構の財政状態や運営状況などにか

かる様々な指標を明らかにしています。 

(千円) 

５ 

※ 上表記載金額は千円未満を切り捨てで表示しています。 

※ 令和３年度は第３期中期目標期間最終年度のため、国立大学会計基準に基づき、発生した当期総利益は全て「積立金」として利益処

分されます。なお、この内、文部科学大臣の承認を得た金額については、第４期中期目標期間中の必要な事業へ充てられています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

国立大学法人会計のしくみ 

国立大学法人会計基準は、法人の経営努力により費用の節減や、自己収入の増加に伴い剰余金（利益）が生じた場合には、文部科学大臣

に申請して認可を得ることにより、翌年度以降の業務運営の財源として充当可能な仕組みになっています。 

負債 

資産 収益 
費用 

純資

B/S：機構の財政状態 P/L：機構の運営状況 

当期総利益 
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当
期
総
利
益 

前期繰越 

損益補填 

当
期
未
処
分
利
益 

利益の処分に

関する書類（案） 
積立金 

文科大臣による

経営努力認定 

目的 

積立金 

翌事業年度以降、 

中期計画に定めた 

使途に従い財源 

として使用可 

翌事業年度以降、 

損失の穴埋めに 

のみ使用可 

なお、令和４年度の会計基準改訂により、一般的にわかり辛いとされてきた資産見返負債の処理※が原則廃止され、機関補助金を財源と

する場合を除き、運営費交付金や寄附金で固定資産を取得した際は収益化する処理が導入されました。 

※固定資産取得時に資産見返負債を計上し、減価償却に合わせて資産見返負債戻入として収益化することで損益均衡を図る仕組み。 

資産 

建物 60 

負債 

資産見返負債 60 

純資産 

 

資産 

建物 60 

負債 

純資産 

（純利益 40） 

 

×1 年度 B/S 

費用（減価償却費） 20 20 20 

収益（資産見返負債戻入） 20 20 20 

 

×1 年度 ×2 年度 ×3 年度 

×1 年度 B/S 

費用（減価償却費） 20 20 20 

収益（運営費交付金収益等） 60 0 0 

固定資産取得時に全額収益化 

×1 年度 ×2 年度 ×3 年度 

改訂前の処理イメージ 改訂後の処理イメージ 



 

 

 

 

 

 
 

 

貸借対照表は、本機構の財政状態を明らかにするため、期末日（３月３１日）時点におけるすべての資産、負債及び純資産

を記載し、国民のみなさまをはじめ、利害関係者にこれを正しく表示するものです。 

貸借対照表 balance sheet 

(千円) 



 
 
 
 
 

＊ 建物 
歴博の収蔵庫外部改修工事や民博の空調改修工事等により増加した一方で、減価償却費累計額が増加したことに

より、総額としては 667,732 千円減少となっています。 

＊ 工具器具備品等 
国文研の微小部 X 線分析装置や地球研の安定同位体分析装置の取得等により、総額としては 152,731 千円増

加となっています。 

＊ 
図書 

美術品・収蔵品 

図書、美術品・収蔵品は大学共同利用機関の業務を行う上で重要な財産です。 

図書の増加額 135,333 千円、美術品・収蔵品は展示用模型の除却等により 27,646 千円減少しています。 

＊ 
投資 

その他の資産 

国立大学法人会計基準の改訂により、令和４年度から目的積立金とは別に、施設設備の更新を目的として計画的

に資金を留保するための制度として減価償却引当特定資産が新設されました。経費削減努力等による利益のう

ち、３84，０００千円を減価償却引当特定資産として新規で計上したこと等により総額が増加しています。 

 
 
 

＊ 
運営費交付金 

債務 

国から交付を受けた運営費交付金は一旦負債として計上した後、教育、研究、事業等の実施状況に応じ収益に計上

します。原則として期間の進行に伴い収益化しますが、業務の達成に応じて収益化するものや費用の発生と同時に

収益化するもの（退職手当等）、天変地変の発生等によりやむなく次年度以降に実施を延期するものについては、

運営費交付金債務として翌年度への繰り越しが認められています。 

令和６年度については、令和５年度に比べ業務達成基準を適用した事業が減少したことにより前年と比較して減と

なっています。 

＊ 寄附金債務等 
企業や個人の皆様から、お寄せいただいた寄附金等の残高を表しています。当初は負債に計上し、寄附等の目的に

沿って使用した後に、収益に計上します。 

 
 
 

＊ 資本金 法人化にあたって、国から出資を受けた資産額を政府出資金として計上しています。 

＊ 資本剰余金 施設費等で固定資産を取得した場合等に増となります。資本金同様、法人の財産的な基礎を表すものです。 

＊ 利益剰余金 業務に関連し発生した剰余金を示しています。 

 

資産 83,736,736 千円（対前年度 578,404 千円 増） 

負債 4,273,018 千円（対前年度 679,269 千円 増） 

純資産 79,463,717 千円（対前年度 100,864 千円 減） 

令和６年度 貸借対照表ハイライト 
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 図書について、国立大学法人会計では、教育研究のために使用す

る図書は金額の如何にかかわらず資産計上し、使用中は減価償却処

理を行わず、除却時に全額を費用処理する特別な取り扱いを行いま

す。これは国立大学法人にとって図書が教育・研究に不可欠であり、

金額・数量にかかわらず重要な資産と位置づけられるためです。 

 美術品・収蔵品については、非償却資産のため図書とは会計処理

が異なりますが、原則は取得価額により資産計上し、不明なものは

適切な評価額により貸借対照表に計上しています。 

 博物館や、文献の収集・蓄積を主目的とする機関を擁する当機構

においては、図書・美術品等はとりわけ事業活動の中核をなす重要

な資産です。 

 そのため、他の大学共同利用機関法人と比較してもこれらの固定

資産全体に占める割合が極めて高くなっており、これは当機構にお

ける財務上の特色のひとつといえます。 

主要な固定資産の状況 

■建物及び附属設備 

■美術品・収蔵品 

■図書 

減価償却により総額では減少して見えますが、各機関の施設については、研究基盤環境の整備、ならびに災害等から利用者の安全を守る

観点から、毎年度計画的に修繕工事等を行っています。令和６年度においては、民博の空調設備関係／約 215 百万円、歴博の収蔵庫外部改

修等／約 11 百万円の各改修工事等が完了し、その価額について計上を行いました。 

(億円) 

(億円) 

建物の 

総資産額 

※公開されている各財務諸表からデータを抽出 
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各機構の図書・美術品等勘定の有形固定資産全体に占める割合（令和６年度） 

(年度)※以下同 

(億円) 



 
 
  

 

貸借対照表からみる財務指標 

財務指標とは、財務諸表を用いて、健全性、効率性、収益性、発展性、活動性といった法人の財務状況を数値化するものです。貸借

対照表からは、健全性（継続安定的に教育研究を提供するため財務の健全性が確保されているか）を分析するための指標を算出

しています。 

流動比率 

【流動資産÷流動負債】 

自己資本比率 

【自己資本÷（負債＋自己資本）】 

未払金比率 

【未払金÷業務費】 

一年以内に償還又は支払うべき債務（流動

負債）に対して、一年以内に現金化が可能

な流動資産がどの程度確保されているかを

示すものです。 

総資本（総資産）に対する自己資本の割

合で、一般的には、この数値が大きいほ

ど健全性が高いとされています。 

年度末において支払が完了していない経費

が当年度に発生した業務費用のうちどれだ

けの割合になっているかを示す指標であ

り、この値が低いほど良いとされています。 
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減損の兆候 

当機構の当年度財務諸表において、国立大学法人減損会計に基づき、「減損の兆候が認められたが、減損を認識しなかった固定資産」の内主要

なものを開示しています。 

減損を認識するとは、特定の固定資産について、当初それを取得した際に想定していた価値（利用者数、性能、効果等）に照らして実際の価

値が著しく低下し、その回復の見込みがないと判断された時点で、貸借対照表における表示価額を適正な価額まで引き下げる手続きを言います。

一方、減損の兆候とは、そうした認識に至る前の段階であり、当初想定していた価値に照らしてそれが低下する傾向が客観的に存在する（利用

者数が著しく減少した）状態です。施設等が将来にわたって閉鎖する（回復の見込みがない）ことはなく、減損の認識には至っていない状態を

言います。 

令和２年度～令和４年度には、新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受けて、当機構においても、感染拡大防止の観点から各機関の博物館

や宿泊施設、図書館等の公共利用施設を一時、閉鎖または縮小したため、平年と比較して利用者数の減少を余儀なくされ、これに伴う「兆候」

の発生について報告しました。 

令和６年度は、下記について「減損の兆候が認められたが、減損を認識しなかった固定資産」として開示しました。 

 

(百万円) (百万円) 

健全性 

(百万円) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

損益計算書 profit and loss statement 

損益計算書は、法人の運営状況を明らかにするために作成するものです。 

本機構は、大学共同利用機関という業務内容の公共性と非独立採算性を前提に利益獲得を目的としない法人組織であり、

会計制度上も原則として行うべき業務を行えば損益が均衡する仕組みとなっています。 

このため、損益計算書の作成目的についても、企業のように事業活動の成果である経営成績を明らかにすることではなく、

法人の運営状況を明らかにして、その運営実績の評価に資することを目的としています。 

また、各経費は、教育、研究、共同利用・共同研究等の目的別に分類されています。 
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(千円) 



 
 
 
 

＊ 大学院教育経費 
総合研究大学院大学院生（博士課程）のための教育等に要する経費です。 

総合研究大学院大学の基盤機関として、全機関が参画し、大学院教育を行っています。 

＊ 研究経費 共同利用・共同研究経費を除く個人研究などの研究活動に要する経費です。 

＊ 
共同利用・ 

共同研究経費 

他大学・機関等との共同研究、展示、資料の利用、データベース作成、社会連携などの大学共同利用機関としての

業務に要する経費です。 

＊ 教育研究支援経費 
図書館（室）に関する経費、電子計算機に関する経費等、機関全体の教育及び研究の双方を支援するために要する

経費です。 

＊ 受託研究費等 受託研究・共同研究・受託事業の実施に要する経費です。 

＊ 人件費 役員、教員（常勤・非常勤）、職員（常勤・非常勤）の給与及び手当、賞与、法定福利費、退職給付費用の人件費です。 

＊ 一般管理費 管理運営等に必要な経費です。 

 
 
 

＊ 運営費交付金収益 
国から措置される機構の業務運営を行うために使用できる交付金による収益です。固定資産取得の会計処理等に

より、交付（収入）額とは差異が生じます。 

＊ 大学院教育収益 総合研究大学院大学からの教育関連経費の受入に伴う業務実施収益です。 

＊ 受託研究収益等 受託研究、共同研究、受託事業の受入に伴う業務実施収益です。 

＊ 寄附金収益 研究助成等の目的で受け入れた寄附金の業務実施収益です。 

＊ 補助金等収益 補助金の受入に伴う業務実施収益です。 

＊ 入場料収入 国立歴史民俗博物館及び国立民族学博物館の博物館入館料等の収入です。 

＊ 資産見返負債戻入 令和４年度以降、国立大学法人会計基準の改訂により廃止されたことに伴い、計上していません。 

＊ 雑益 財産貸付料、文献複写料、科学研究費補助金間接経費等の収入です。 

＊ 財務収益 資金の運用による定期預金及び国債の利息収入です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

経常費用 12,645,214 千円（対前年度 813,570 千円 増） 

経常収益 13,252,874 千円（対前年度 1,074,349 千円 増） 

臨時損失 12,076 千円（対前年度 3,710 千円 増） 

臨時利益 - 千円（対前年度 -千円 ） 

臨時損失・臨時利益とは、本来の業務活動とは別に臨時的に発生した損失・利益です。令和 6 年度は臨時損失として

固定資産除却損 12,076 千円を計上し、令和 5 年度以降は臨時利益がなかったため、計上しておりません。 
 

 595,714 千円（対前年度 255,852 千円 増） 

当機構の業務活動から生じた経常損益に臨時損益を加減した結果が当期純利益となります。この当期純利益に目

的積立金取崩額を加減して利益処分又は損失処理を行う額を確定し、当期総利益としています。 

本年度は、受託事業収入が大幅に増加したことにより昨年度比で増加しています。 

 

令和６年度 損益計算書ハイライト 
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主要な収益（業務の実施財源）の状況 

■運営費交付金収益 

総合大学等と異なり、教育機関や附属病院等の収入源を持

たない当機構においては、国から交付される運営費交付金が

主要な業務の実施財源ですが、その経常収益に占める率（運

営費交付金が財源全体に占める率）は近年上昇傾向にありま

す。対応として、受託研究・共同研究・受託事業・寄附金の計か

らなる外部資金によって賄われる財源の比率の増加を目指し

てきました。令和２～３年度においては、コロナ禍にあって調

査・研究の延期や中断が多発したこと等により外部資金収益

が減少しましたが、令和 4 年度から、各機関が積極的な外部

資金獲得方策を打ち出した結果、受託事業や大型の寄附を獲

得したことにより、外部資金比率が大幅に向上しました。 

右上グラフの自己収入推移は、各機関が保有する資料の複

写等に係る版権料収入、コーパス等の刊行物売払代収入、共

同利用機器等の貸付に係る貸付料収入使用料収入、科学研

究費補助金間接経費収入等からなる雑益と、博物館の入場料

収入の合計から算出しています。 

また、科学研究費間接経費額は昨年度比で 3,000 千円減

収となりましたが、寄附金収益は大型の寄附を獲得したこと

で、199,000 千円増収となりました。 

(百万円) 

(百万円) (百万円) 

(百万円) 

外部資金のうち、寄附金収益額の推移 

自己収入のうち、科研費間接経費の推移 

■自己収入（雑益＋入場料収入） ■外部資金（受託研究＋共同研究＋受託事業＋寄附金）比率 
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（件) (百万円) 
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主要な費用（業務の実施コスト）の状況① 

■費用の内訳と推移 

■うち、人件費の内訳と推移 

教育研究の基盤は人的資本であることから、営利を目的とする一般企業に比べ人件費比率（財務指標、人件費の業務費に

占める割合）が高くなる傾向となっています。さらに近年は、人事院勧告の影響および厚生年金保険料をはじめとした法定福

利費の上昇等から、人件費全体について増加傾向にあり、検討の必要性が増しています。 

なお、令和 6 年度は定年等により退職する教職員が前年比で増加したため、退職手当が大幅に増加しております。 

(百億円) 機構全体 
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■法人化以降の費用及び人件費比率の推移 
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主要な費用（業務の実施コスト）の状況② 

(百万円) 

上図は前ページよりさらに検討の範囲を広げ、国語研が加わって、現状の本部及び 6 機関構成となった、第２期中期目標期間

（H22-H27）、第３期中期目標期間（H28-R3）、第４期中期目標期間（R4～）を通じた、費用総額及びこれに占める人件費比率

の推移をまとめたグラフです。 

費用については、第２期以降逓減しておりましたが、令和 5 年度から再び増加傾向に転じております。一方、人件費比率につい

ては、法人化以降、増加傾向にあり、当機構が費用の中でも特に人件費に優先的に配分している状況が確認できます。 

■法人化以降の人件費総額並びに、教員人件比率及び職員人件比率の推移 

(百万円) 

上図は同様のスパンで、人件費総額と、これに占める教員人件費と職員人件費が占める比率の推移をまとめたものです。 

人件費総額については、先携のグラフで示した比率の上昇と連動し、全体としては増加傾向にあります。その内訳として、第４

期中は、教員人件費率・職員人件費率ともに横ばいの傾向にあります。 
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損益計算書からみる財務指標（その他のもの） 

損益計算書からは、効率性(経営が効率的に行われているか)、活動性（教育、研究及び管理が適正な水準で行われているか）、発

展性（外部資金や収益性の拡大、内部留保、知的財産の増加がなされているか）、等を分析するための財務指標を算出していま

す。主な指標は以下の通りです。 

一般管理費比率 

【一般管理費÷業務費】 

大学院教育経費比率 

【大学院教育経費÷業務費】 

研究経費比率 

【研究経費÷業務費】 

一般管理費は純粋に管理業務の費用であること

から、この比率が小さいほど一般的に効率的と

考えられ、本機構においても、省エネ推進や事務

効率化など一般管理費削減のための様々な取組

を実施しています。 

総合研究大学院大学から措置された予算のうち資産購入では

なく費用となった分の業務費に対する割合を表しています。 

共同利用・共同研究に対して使った経費の業務費に対

する割合を表しています。 

共同研究費比率 

【共同利用・共同研究経費÷業務費】 

教育支援経費比率 

【教育支援経費÷業務費】 

研究経費の業務費に対する割合を表しています。 

図書室等の教育研究を支援する部署の運営経費が業務

費に占める割合を表しています。 

効率性 

(百万円) 

(百万円) (百万円) 

発展性 … 代表的なものとして、外部資金比率があります。（前掲） 

(百万円) (百万円) 

活動性 
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その他 other statements 

会計期間における資金

収支の状況を一定の活

動区分別に表示し、本

機構の活動を資金の流

れを示すことにより、貸

借対照表及び損益計算

書だけでは見えない資

金の流れに関する情報

を補完する意味合いを

持っています。 

キャッシュ・フロー計算書 

利益の処分に関する書類（案） 

損益計算書により算定

された当期総利益か

ら、前期繰越欠損金の

金額を差し引いて算定

される当期未処分利益

の処分の内容を表すも

のです。 

概要については 17 ペ

ージをご覧ください。 

決算報告書 

決算報告書は、財務諸

表を文部科学大臣に提

出する際に添付するこ

とが義務づけられてい

る報告書であり、予算

計画と決算額とを対比

した執行状況を表して

います。 

なお、現金主義を基礎

としているため、発生

主義で作成している損

益計算書の数値とは必

ずしも一致しません。 

(単位:千円) 



 

人文機構基金は、人間とその文化を総合的に探究する人文学の発展に関心をお寄せくださる皆様に、人間文化研究

機構及び機構を構成する６つの大学共同利用機関の活動にご寄附を通じてご参加いただくための基金です。 

 当機構では、2022 年４月に「人間文化研究創発センター」を設置し、これまでのプロジェクトに加え、新たに、

手話によるコミュニケーション、触覚等を用いたコミュニケーション、高齢者・外国人を取り巻くコミュニケーショ

ン等について研究するプロジェクト、写真・映像・音声資料等のデジタル化・データベース化とその高度統合化を図

るプロジェクト等を行っています。 

これらの新規プロジェクトが示しているように、当機構が目指しているのは、現代社会の諸課題に、より積極的に

取り組むこと、その解決のために、各機関がこれまで蓄積してきた人文学に関する知見を最大限活かすと同時に、デ

ジタル・ヒューマニティーズを推進して新しい研究分野を開拓することです。 

デジタル・ヒューマニティーズとは、人文学の様々な分野にデジタル技術を適用・応用することにより人文学だけ

でなく、諸分野の研究者や社会の人々が参加する新しい研究の場、議論の場を作りあげることを言います。当機構の

６機関や全国の大学、そして日本各地には、人間文化に関する膨大な資料が存在します。これらを対象としてデジタ

ル・ヒューマニティーズを推進することにより、さまざまな議論のきっかけを作っていきたいと考えています。「人文

機構基金」へのご寄附を通じて、このような当機構の活動に温かいご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 

詳細は次の URL をご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/about/donation 

 

人文機構基金へのご寄附のお願い 
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